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   第一章 総則 

 （目的） 

第一条 この法律は、独立行政法人住宅金融支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関

する事項を定めることを目的とする。 

 （定義） 

第二条 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物又は建築物の人

の居住の用に供する部分（以下「住宅部分」という。）をいう。 

２ この法律において「災害復興建築物」とは、災害により、住宅又は主として住宅部

分からなる建築物が滅失した場合におけるこれらの建築物又は建築物の部分に代わる

べき建築物又は建築物の部分をいう。 

３ この法律において「被災建築物」とは、災害により、住宅又は主として住宅部分か

らなる建築物が損傷した場合における当該損傷したこれらの建築物又は建築物の部分

をいう。 

４ この法律において「災害予防代替建築物」とは、災害を防止し又は軽減するため、

住宅部分を有する建築物を除却する必要がある場合として政令で定める場合における

当該建築物に代わるべき建築物又は建築物の部分をいう。 

５ この法律において「災害予防移転建築物」とは、災害を防止し又は軽減するため、

住宅部分を有する建築物を移転する必要がある場合として政令で定める場合における

当該移転する必要がある建築物をいう。 

６ この法律において「災害予防関連工事」とは、災害を防止し又は軽減するため、住

宅部分を有する建築物の敷地について擁壁又は排水施設の設置又は改造その他の工事

を行う必要がある場合として政令で定める場合における当該工事をいう。 

７ この法律において「合理的土地利用建築物」とは、市街地の土地の合理的な利用に

寄与するものとして政令で定める建築物で相当の住宅部分を有するもの又はその部分

をいう。 



 

 

８ この法律において「マンション」とは、二以上の区分所有者（建物の区分所有等に

関する法律（昭和三十七年法律第六十九号）第二条第二項に規定する区分所有者をい

う。）が存する建築物で住宅部分を有するものをいう。 

 （名称） 

第三条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。以下「通則法」

という。）の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政

法人の名称は、独立行政法人住宅金融支援機構とする。 

 （機構の目的） 

第四条 独立行政法人住宅金融支援機構（以下「機構」という。）は、一般の金融機関

による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受け等の業務

を行うとともに、国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の建設等

に必要な資金の調達等に関する情報の提供その他の援助の業務を行うほか、一般の金

融機関による融通を補完するための災害復興建築物の建設等に必要な資金の貸付けの

業務を行うことにより、住宅の建設等に必要な資金の円滑かつ効率的な融通を図り、

もって国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 （事務所） 

第五条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。 

 （資本金） 

第六条 機構の資本金は、附則第三条第六項の規定により政府から出資があったものと

された金額とする。 

２ 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に

追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全

部又は一部が第二十五条第一項の金利変動準備基金に充てるべきものであるときは、

その金額を示すものとする。 

３ 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を

増加するものとする。 

 （名称の使用制限） 

第七条 機構でない者は、住宅金融支援機構という名称を用いてはならない。 

   第二章 役員及び職員 

 （役員） 

第八条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。 

２ 機構に、役員として、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。 

 （副理事長及び理事の職務及び権限等） 

第九条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して

機構の業務を掌理する。 

２ 理事は、理事長の定めるところにより、理事長（副理事長が置かれているときは、



 

 

理事長及び副理事長）を補佐して機構の業務を掌理する。 

３ 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事

長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事

が置かれていないときは監事とする。 

４ 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を

代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。 

 （役員の任期） 

第十条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。 

 （役員及び職員の秘密保持義務） 

第十一条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。

その職を退いた後も、同様とする。 

 （役員及び職員の地位） 

第十二条 機構の役員及び職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の

適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 

   第三章 業務 

 （業務の範囲） 

第十三条 機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

 一 住宅の建設又は購入に必要な資金（当該住宅の建設又は購入に付随する行為で政

令で定めるものに必要な資金を含む。）の貸付けに係る主務省令で定める金融機関

の貸付債権の譲受けを行うこと。 

 二 前号に規定する貸付債権で、その貸付債権について次に掲げる行為を予定した貸

付けに係るもの（以下「特定貸付債権」という。）のうち、住宅融資保険法（昭和

三十年法律第六十三号）第三条に規定する保険関係が成立した貸付けに係るもの

（その信託の受益権を含む。）を担保とする債券その他これに準ずるものとして主

務省令で定める有価証券に係る債務の保証（以下「特定債務保証」という。）を行

うこと。 

  イ 信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（昭和十八年法律第四

十三号）第一条第一項の認可を受けた金融機関（以下「信託会社等」という。）

に信託し、当該信託の受益権を譲渡すること。 

  ロ 資産の流動化に関する法律（平成十年法律第百五号）第二条第三項に規定する

特定目的会社（以下「特定目的会社」という。）に譲渡すること。 

  ハ その他イ又はロに類するものとして主務省令で定める行為 

 三 住宅融資保険法による保険を行うこと。 

 四 住宅の建設、購入、改良若しくは移転（以下この号において「建設等」とい

う。）をしようとする者又は住宅の建設等に関する事業を行う者に対し、必要な資

金の調達又は良質な住宅の設計若しくは建設等に関する情報の提供、相談その他の



 

 

援助を行うこと。 

 五 災害復興建築物の建設若しくは購入又は被災建築物の補修に必要な資金（当該災

害復興建築物の建設若しくは購入又は当該被災建築物の補修に付随する行為で政令

で定めるものに必要な資金を含む。）の貸付けを行うこと。 

 六 災害予防代替建築物の建設若しくは購入若しくは災害予防移転建築物の移転に必

要な資金（当該災害予防代替建築物の建設若しくは購入又は当該災害予防移転建築

物の移転に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。）、災害予防関

連工事に必要な資金又は地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良

に必要な資金の貸付けを行うこと。 

 七 合理的土地利用建築物の建設若しくは合理的土地利用建築物で人の居住の用その

他その本来の用途に供したことのないものの購入に必要な資金（当該合理的土地利

用建築物の建設又は購入に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含

む。）又はマンションの共用部分の改良に必要な資金の貸付けを行うこと。 

 八 子どもを育成する家庭若しくは高齢者の家庭（単身の世帯を含む。次号において

同じ。）に適した良好な居住性能及び居住環境を有する賃貸住宅若しくは賃貸の用

に供する住宅部分が大部分を占める建築物の建設に必要な資金（当該賃貸住宅又は

当該建築物の建設に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。）又は

当該賃貸住宅の改良（当該賃貸住宅とすることを主たる目的とする人の居住の用そ

の他その本来の用途に供したことのある建築物の改良を含む。）に必要な資金の貸

付けを行うこと。 

 九 高齢者の家庭に適した良好な居住性能及び居住環境を有する住宅とすることを主

たる目的とする住宅の改良（高齢者が自ら居住する住宅について行うものに限

る。）に必要な資金又は高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年法律第

二十六号）第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅とすることを主たる目的

とする人の居住の用に供したことのある住宅の購入に必要な資金（当該住宅の購入

に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。）の貸付けを行うこと。 

 十 機構が第一号の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者若しくは

第五号から第七号まで若しくは次項第一号若しくは第二号の規定による貸付けを受

けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合（重度障害の状態とな

った場合を含む。以下同じ。）に支払われる生命保険の保険金若しくは生命共済の

共済金（以下「保険金等」という。）を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、又

は沖縄振興開発金融公庫法（昭和四十七年法律第三十一号）第十九条第一項第三号

の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場

合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。 

 十一 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

２ 機構は、前項に規定する業務のほか、次の業務を行う。 



 

 

 一 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律（平成

七年法律第十六号）第七十七条の規定による貸付けを行うこと。 

 二 勤労者財産形成促進法（昭和四十六年法律第九十二号）第十条第一項の規定によ

る貸付けを行うこと。 

 三 独立行政法人雇用・能力開発機構法（平成十四年法律第百七十号）第十二条第一

項の規定による委託に基づき、勤労者財産形成促進法第九条第一項各号及び第十条

の三第一項第二号に掲げる業務の一部を行うこと。 

 四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。 

 （業務の実施） 

第十四条 機構は、前条第一項第一号、第二号及び第五号から第九号までの業務の実施

に当たっては、住宅の建設等に必要な資金の需要及び供給の状況に応じて、一般の金

融機関との適切な役割分担を図り、これらの業務を通じ、国民に対する住宅の建設等

に必要な長期資金の融通が円滑に行われるよう努めなければならない。 

２ 機構は、前条第一項第一号、第二号及び第五号から第九号までの業務の実施に当た

っては、住宅の質の向上を図るために必要なものとして政令で定める事項に配慮して、

貸付債権の譲受け、特定債務保証又は資金の貸付けの条件の適切な設定その他の必要

な措置を講ずるとともに、国及び地方公共団体が行う良好な居住環境を整備するため

のまちづくりその他の必要な施策について協力しなければならない。 

 （緊急の必要がある場合の主務大臣の要求） 

第十五条 主務大臣は、災害の発生、経済事情の急激な変動その他の事情が生じた場合

において、国民の居住の安定確保を図るために金融上の支援を緊急に行う必要がある

と認めるときは、機構に対し、第十三条に規定する業務に関し必要な措置をとること

を求めることができる。 

２ 機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限

り、その求めに応じなければならない。 

 （業務の委託） 

第十六条 機構は、次に掲げる者に対し、第十三条（第一項第四号を除く。）に規定す

る業務のうち政令で定める業務を委託することができる。 

 一 主務省令で定める金融機関 

 二 債権管理回収業に関する特別措置法（平成十年法律第百二十六号）第二条第三項

に規定する債権回収会社 

 三 地方公共団体その他政令で定める法人 

２ 前項第一号及び第三号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、機構が同項の

規定により委託した業務を受託することができる。 

３ 機構は、必要があると認めるときは、第一項の規定による業務の委託を受けた者に

対し、その委託を受けた業務について報告を求め、又は機構の役員若しくは職員に、



 

 

その委託を受けた業務について必要な調査をさせることができる。 

４ 第一項の規定による業務の委託を受けた同項各号に掲げる者（地方公共団体を除

く。）の役員又は職員であって同項の規定による委託を受けた業務に従事する者は、

刑法その他の罰則の規定の適用については、これを法令により公務に従事する職員と

みなす。 

５ 機構は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第十三条第一項第一号から第三号までの業

務及びこれらに附帯する業務の一部を委託することができる。 

   第四章 財務及び会計 

 （区分経理） 

第十七条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理し

なければならない。 

 一 第十三条第一項第一号及び第二号の業務並びに同項第三号の業務（特定貸付債権

に係るものに限る。）並びにこれらに附帯する業務 

 二 第十三条第一項第三号の業務（特定貸付債権に係るものを除く。）及びこれに附

帯する業務 

 三 第十三条第二項第二号の業務及びこれに附帯する業務 

 四 前三号に掲げる業務以外の業務 

 （利益及び損失の処理の特例等） 

第十八条 機構は、前条第二号から第四号までに掲げる業務に係るそれぞれの勘定にお

いて、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間（以下「中期目標の

期間」という。）の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定

による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当

する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標

の期間における通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画（同項後段の規定によ

る変更の認可を受けたときは、その変更後のもの）の定めるところにより、当該次の

中期目標の期間における第十三条に規定する業務の財源に充てることができる。 

２ 機構は、前項の勘定において、同項に規定する積立金の額に相当する金額から同項

の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のう

ち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間におけ

る同項に規定する積立金として整理することができる。 

３ 主務大臣は、前二項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、主務省

の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。 

４ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項及び第二項の規定に

よる承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付

しなければならない。 

５ 前条第一号に掲げる業務に係る勘定における通則法第四十四条第一項ただし書の規



 

 

定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場

合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は

第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。 

６ 第一項から第四項までの規定は、前項の勘定について準用する。この場合において、

第一項中「通則法第四十四条第一項又は第二項」とあるのは、「第五項の規定により

読み替えられた通則法第四十四条第一項又は通則法第四十四条第二項」と読み替える

ものとする。 

７ 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な

事項は、政令で定める。 

 （長期借入金及び住宅金融支援機構債券等） 

第十九条 機構は、第十三条第一項（第四号及び第十一号を除く。）並びに第二項第一

号及び第二号の業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入

金をし、又は住宅金融支援機構債券（以下「機構債券」という。）を発行することが

できる。 

２ 前項に定めるもののほか、機構は、機構債券を失った者に対し交付するため必要が

あるときは、政令で定めるところにより、機構債券を発行することができる。 

３ 機構は、第十三条第二項第二号の業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可

を受けて、勤労者財産形成促進法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、

同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規定する勤労者

財産形成住宅貯蓄契約を締結した同条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二

号に規定する生命保険会社等及び同項第二号の二に規定する損害保険会社が引き受け

るべきものとして、住宅金融支援機構財形住宅債券（以下「財形住宅債券」とい

う。）を発行することができる。 

４ 主務大臣は、第一項又は前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、

主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。 

５ 第一項若しくは第二項の規定による機構債券（当該機構債券に係る債権が第二十一

条の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。）又は第三

項の規定による財形住宅債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って

自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 

６ 前項の先取特権の順位は、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一般

の先取特権に次ぐものとする。 

７ 機構は、第十三条第二項第二号の業務に係る長期借入金の借入れに関する事務の全

部又は一部を主務省令で定める金融機関に、機構債券又は財形住宅債券の発行に関す

る事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は証券業者に委託すること

ができる。 

８ 商法（明治三十二年法律第四十八号）第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の



 

 

規定は、前項の規定による機構債券又は財形住宅債券の発行に関する事務の委託を受

けた銀行、信託会社又は証券業者について準用する。 

９ 前各項に定めるもののほか、機構債券又は財形住宅債券に関し必要な事項は、政令

で定める。 

 （債務保証） 

第二十条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律（昭和二十一年法

律第二十四号）第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、

機構の長期借入金又は機構債券に係る債務（国際復興開発銀行等からの外資の受入に

関する特別措置に関する法律（昭和二十八年法律第五十一号）第二条の規定に基づき

政府が保証契約をすることができる債務を除く。）について保証することができる。 

 （機構債券の担保のための貸付債権の信託） 

第二十一条 機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債券に係る債務（前条の規定によ

り政府が保証するものを除く。）の担保に供するため、その貸付債権（第十三条第一

項第一号の業務（以下「債権譲受業務」という。）により譲り受けた貸付債権又は附

則第三条第一項の規定により承継した貸付債権を含む。次条及び第二十三条第一項に

おいて同じ。）の一部を信託会社等に信託することができる。 

 （貸付債権の信託の受益権の譲渡等） 

第二十二条 機構は、主務大臣の認可を受けて、債権譲受業務又は第十三条第一項第五

号から第九号まで若しくは第二項第一号の業務に必要な費用に充てるため、その貸付

債権について、次に掲げる行為をすることができる。 

 一 信託会社等に信託し、当該信託の受益権を譲渡すること。 

 二 特定目的会社に譲渡すること。 

 三 前二号に掲げる行為に附帯する行為をすること。 

 （信託の受託者からの業務の受託等） 

第二十三条 機構は、前二条の規定によりその貸付債権を信託し、又は譲渡するときは、

当該信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収そ

の他回収に関する業務及びこれに附帯する業務の全部を受託しなければならない。 

２ 機構は、第十六条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対し、前項の規定により受

託した業務の一部を委託することができる。同条第二項から第四項までの規定は、こ

の場合について準用する。 

３ 機構は、沖縄振興開発金融公庫に対し、第一項の規定により受託した業務（債権譲

受業務により譲り受けた貸付債権に係るものに限る。）を委託することができる。 

 （償還計画） 

第二十四条 機構は、毎事業年度、長期借入金並びに機構債券及び財形住宅債券の償還

計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。 

２ 主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、主務省の



 

 

独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。 

 （金利変動準備基金） 

第二十五条 機構は、債権譲受業務及びこれに附帯する業務に必要な経費で主務省令で

定めるものの財源をその運用によって得るために金利変動準備基金を設け、附則第三

条第七項の規定により金利変動準備基金に充てるべきものとして政府から出資があっ

たものとされた金額及び第六条第二項後段の規定により政府が金利変動準備基金に充

てるべきものとして示した金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものと

する。 

２ 通則法第四十七条の規定は、金利変動準備基金の運用について準用する。この場合

において、同条第三号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補てんの契約が

あるもの」と読み替えるものとする。 

   第五章 雑則 

 （報告及び検査） 

第二十六条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十六

条第一項若しくは第二十三条第二項の規定による委託を受けた者又は第十六条第五項

若しくは第二十三条第三項の規定による委託を受けた沖縄振興開発金融公庫（以下

「受託者等」という。）に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその

職員に、受託者等の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若し

くは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者

にこれを提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解して

はならない。 

 （権限の委任） 

第二十七条 主務大臣は、政令で定めるところにより、次に掲げる権限の一部を内閣総

理大臣に委任することができる。 

 一 機構に対する通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限 

 二 受託者等に対する前条第一項の規定による立入検査の権限 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前

条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣

に報告するものとする。 

３ 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を

金融庁長官に委任する。 

４ 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全

部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 

 （厚生労働大臣との協議） 



 

 

第二十八条 主務大臣は、第十三条第二項第二号の業務に関し、通則法第二十八条第一

項の認可をしようとするときは、厚生労働大臣に協議しなければならない。 

 （主務大臣等） 

第二十九条 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ国

土交通大臣及び財務大臣、国土交通省及び財務省並びに国土交通省令・財務省令とす

る。 

２ 第二十六条第一項及び機構に係る通則法第六十四条第一項に規定する主務大臣の権

限は、国土交通大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。 

 （貸金業の規制等に関する法律の適用除外） 

第三十条 機構が貸金業の規制等に関する法律（昭和五十八年法律第三十二号）第二条

第二項に規定する貸金業者から主務省令で定めるところにより第十三条第一項第一号

に規定する貸付債権の譲受けを行う場合には、同法第二十四条の規定は、適用しない。 

 （国家公務員宿舎法の適用除外） 

第三十一条 国家公務員宿舎法（昭和二十四年法律第百十七号）の規定は、機構の役員

及び職員には適用しない。 

   第六章 罰則 

第三十二条 第十一条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十

万円以下の罰金に処する。 

第三十三条 第十六条第三項（第二十三条第二項後段において準用する場合を含む。以

下この条において同じ。）の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は

第十六条第三項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違

反行為をした受託者等（地方公共団体及び沖縄振興開発金融公庫を除く。）の役員又

は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 

第三十四条 第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又

は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為を

した受託者等（地方公共団体を除く。）の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処

する。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした機構の役員は、

二十万円以下の過料に処する。 

 一 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合にお

いて、その認可又は承認を受けなかったとき。 

 二 第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 

 三 第二十五条第二項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して金利変動

準備基金を運用したとき。 

第三十六条 第七条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 

   附 則 



 

 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二十九条第一項並

びに附則第三条、第六条、第二十一条及び第二十二条の規定は、公布の日から施行す

る。 

 （機構の設立） 

第二条 機構は、通則法第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日に成立する。 

２ 機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定め

るところにより、その設立の登記をしなければならない。 

 （公庫の解散並びに権利及び義務の承継等） 

第三条 住宅金融公庫（以下「公庫」という。）は、機構の成立の時において解散する

ものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、

その時において機構が承継する。 

２ 機構の成立の際現に公庫が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するた

めに必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。 

３ 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要

な事項は、政令で定める。 

４ 公庫の平成十八年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対

照表及び財産目録の作成等については、機構が従前の例により行うものとする。 

５ 附則第十条の規定による廃止前の住宅金融公庫法（昭和二十五年法律第百五十六号。

以下「旧公庫法」という。）第二十三条第二項に規定する受託者たる金融機関（附則

第十三条の規定による改正前の産業労働者住宅資金融通法（昭和二十八年法律第六十

三号）第十条第一項の規定による委託を受けた金融機関を含む。）又は旧公庫法の規

定による貸付けを受けた者に対する会計検査院の検査については、なお従前の例によ

る。 

６ 第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、

政府から公庫に出資されている出資金に相当する金額のうち次の表の上欄に掲げる業

務に充てるべきものとして出資されたものは、それぞれ、政府から機構に対し同表の

下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとし、機構が承継する同表

の上欄に掲げる業務に係る資産の価額から当該業務に係る負債の金額及び同表の下欄

に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとした金額の合計額を差し引い

た額は、それぞれ、同欄に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金とし

て整理するものとする。 

公庫の業務 機構の業務 

旧公庫法第二十六条の二第一項第二号

に掲げる業務 

第十七条第一号に掲げる業務 

旧公庫法第二十六条の二第一項第三号

に掲げる業務 

第十七条第二号に掲げる業務 



 

 

旧公庫法第二十六条の二第一項第一号

に掲げる業務 

第十七条第三号に掲げる業務 

旧公庫法第二十六条の二第一項各号に

掲げる業務以外の業務 

第十七条第四号に掲げる業務 

旧公庫法第二十六条の二第一項第四号

に掲げる業務 

附則第七条第五項に規定する既往債権

管理業務 

７ 第一項の規定により機構が公庫の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、

旧公庫法第五条第三項の規定により旧公庫法第二十六条の二第一項第二号に掲げる債

権譲受けの業務に関して設けられた基金に充てるべきものとして政府から出資された

金額並びに旧公庫法第二十六条の三第二項及び第三項の規定により当該基金に組み入

れられた金額の合計額のうち、第二十五条第一項の金利変動準備基金に充てるべきも

のとして主務大臣が定める金額は、金利変動準備基金に充てるべきものとして政府か

ら機構に対し出資されたものとする。 

８ 第六項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が

評価した価額とする。 

９ 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 

10 第一項の規定により公庫が解散した場合における解散の登記については、政令で定

める。 

 （権利及び義務の承継に伴う経過措置） 

第四条 前条第一項の規定により機構が承継する旧公庫法第二十七条の三第一項又は第

二項の住宅金融公庫債券に係る債務について政府がした旧公庫法第二十七条の四第一

項又は第二項の規定による保証契約は、その承継後においても、当該債券に係る債務

について従前の条件により存続するものとする。 

第五条 公庫がこの法律の施行前に締結した貸付契約に係る貸付金その他の貸付けに係

る事項については、なお従前の例による。 

 （財団法人公庫住宅融資保証協会からの引継ぎ） 

第六条 昭和四十七年十一月二十九日に設立された財団法人公庫住宅融資保証協会（以

下「保証協会」という。）は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、機

構においてその権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。 

２ 設立委員は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、主務大臣の認可を

申請しなければならない。 

３ 前項の認可があったときは、第一項の規定による申出に係る権利及び義務は、機構

の成立の時において機構に承継されるものとし、保証協会は、その時において解散す

るものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、

適用しない。 

４ 前項の規定により保証協会が解散した場合における解散の登記については、政令で

定める。 



 

 

 （業務の特例等） 

第七条 機構は、第十三条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。 

 一 附則第三条第一項の規定により機構が承継する公庫が貸し付けた資金に係る債権

の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。 

 二 前条第三項の規定により、保証協会が債務保証契約を履行したことによって取得

した求償権を機構が承継した場合において、当該求償権に基づく債権の回収が終了

するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。 

 三 当分の間、年金積立金管理運用独立行政法人法（平成十六年法律第百五号）附則

第十四条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法

律（平成十二年法律第二十号）第十二条第二項第二号ロ若しくはハ又は同法附則第

三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法（昭和三十六年法律第百八十号）第十

七条第一項第三号ロ若しくはハの規定により貸し付けられた資金に係る債権につい

て、独立行政法人福祉医療機構から譲受けを行うこと。 

 四 当分の間、沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号の規定により貸し付け

られた資金（沖縄振興開発金融公庫が平成十七年三月三十一日までに受理した申込

みに係るものに限る。）に係る債務の保証又は福祉医療機構債権（前号に規定する

債権であって、同号の規定により譲り受けたものを除いたものをいう。次号におい

て同じ。）に係る債務の保証を行うこと。 

 五 独立行政法人福祉医療機構法（平成十四年法律第百六十六号）附則第五条の二第

十一項の規定により読み替えて適用される同法第十四条第一項の規定による委託に

基づき、福祉医療機構債権の回収が終了するまでの間、福祉医療機構債権の管理及

び回収の業務の一部を行うこと。 

 六 独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第六項の規定により読み替えて適

用される同法第十二条第一項の規定による委託に基づき、同法附則第四条第一項第

四号に規定する債権（政令で定めるものに限る。）の回収が終了するまでの間、当

該債権の管理及び回収の業務の一部を行うこと。 

２ 機構は、当分の間、第十三条及び前項に規定する業務のほか、旧公庫法、附則第十

七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助

成に関する法律及び附則第十八条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関

する法律（これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。）の規定の例によ

り、次の貸付けの業務を行うことができる。 

 一 公庫がこの法律の施行前に受理した申込みに係る資金の貸付け 

 二 前号に掲げるもののほか、次に掲げる貸付け 

  イ 旧公庫法第十七条第一項第四号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設に

ついて平成十七年三月三十一日までに公庫の承認を受けたものを購入する者に対

する貸付け 



 

 

  ロ 旧公庫法第十七条第四項に規定する事業に係る計画について平成十七年三月三

十一日までに公庫の承認を受けた者に対する貸付け 

  ハ 旧公庫法第十七条第十二項に規定する合理的土地利用耐火建築物等で当該合理

的土地利用耐火建築物等の建設について平成十七年三月三十一日までに公庫の承

認を受けたものを購入する者に対する貸付け 

  ニ 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を

改正する法律（平成十七年法律第▼▼▼号。以下この号において「整備法」とい

う。）第二条の規定による改正前の住宅金融公庫法第二十七条の三第四項、整備

法第二条の規定による改正後の住宅金融公庫法第二十七条の三第四項若しくは整

備法附則第四条第一項の規定により公庫が発行した住宅金融公庫住宅宅地債券

（以下単に「住宅金融公庫住宅宅地債券」という。）を引き受けた者（その相続

人を含む。以下「旧住宅宅地債券引受者」という。）又は次条の規定により当分

の間発行することとされた住宅金融支援機構住宅宅地債券を引き受けた者（その

相続人を含む。）であってその一定割合以上を所有しているものに対する貸付け 

  ホ 整備法附則第六条の規定による改正前の郵便貯金法（昭和二十二年法律第百四

十四号）第七条第一項第五号に規定する住宅積立郵便貯金の預金者で同法第六十

条（整備法附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場

合を含む。）の規定により日本郵政公社があっせんするものに対する貸付け 

３ 機構は、前項の規定により貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、

当該債権に係る貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場

合に支払われる保険金等を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する業務を行うことが

できる。 

４ 機構は、前三項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。 

５ 機構は、第一項第一号及び第二項（第一号に係る部分に限る。）に規定する業務

（附則第十六条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条第一項本文の規定

による貸付けに係るものを除き、公庫が平成十七年三月三十一日までに申込みを受理

した資金の貸付けに係るものに限る。）並びにこれらに附帯する業務（以下これらの

業務を「既往債権管理業務」という。）に係る経理については、その他の経理と区分

し、特別の勘定（以下「既往債権管理勘定」という。）を設けて整理しなければなら

ない。 

６ 機構が第一項から第四項までに規定する業務を行う場合には、第十五条第一項、第

十八条第一項及び第三十五条第二号中「第十三条」とあるのは「第十三条及び附則第

七条第一項から第四項まで」と、第十六条第一項中「除く。）」とあるのは「除

く。）及び附則第七条第一項から第四項まで」と、第十七条第三号中「業務及び」と

あるのは「業務（附則第七条第一項第一号及び第二項（第一号に係る部分に限る。）

に規定する業務で附則第十六条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法第十条第



 

 

一項本文の規定による貸付けに係るものを含む。）及び」と、同条第四号中「掲げる

業務」とあるのは「掲げる業務及び附則第七条第五項に規定する既往債権管理業務」

と、第十九条第一項中「第二号」とあるのは「第二号並びに附則第七条第一項（第五

号及び第六号を除く。）から第三項まで」と、第二十一条中「という。）により」と

あるのは「という。）若しくは附則第七条第一項第三号の業務により」と、第二十二

条中「第二項第一号」とあるのは「第二項第一号若しくは附則第七条第一項第一号若

しくは第三号若しくは第二項」とする。 

７ 機構は、既往債権管理勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じた

とき（附則第九条第二項の規定による交付金の交付を受けた場合にあっては、同条第

三項の規定による整理を行った後なお利益があるとき）は、通則法第四十四条第一項、

第三項及び第四項の規定にかかわらず、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお

残余があるときは、その残余の額のうち主務大臣の承認を受けた金額を積立金として

整理するものとする。 

８ 機構は、前項に規定する残余の額から同項の規定による承認を受けた金額を控除し

てなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。 

９ 機構は、既往債権管理勘定において、中期目標の期間の最後の事業年度に係る第七

項又は通則法第四十四条第二項の規定による整理を行った後、第七項の規定による積

立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当

該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理す

ることができる。 

10 主務大臣は、第七項又は前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、

主務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。 

11 機構は、第九項に規定する第七項の規定による積立金の額に相当する金額から第九

項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を

国庫に納付しなければならない。 

12 第七項から前項までの規定に定めるもののほか、既往債権管理勘定に係る納付金の

納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。 

13 既往債権管理勘定に属する債務のうち、政府が平成十七年三月三十一日までに公庫

に貸し付けた資金に係る債務で主務大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期限

は、平成二十四年三月三十一日までの間において主務大臣が財務大臣と協議して定め

る日とする。 

14 機構は、既往債権管理業務を終えたときは、遅滞なく、既往債権管理勘定を廃止す

るものとし、その廃止の際現に既往債権管理勘定に所属する権利及び義務を第十七条

第四号に掲げる業務に係る勘定に帰属させるものとする。 

15 機構は、前項の規定により、既往債権管理勘定を廃止する場合において、その際既

往債権管理勘定に属する資産の価額が既往債権管理勘定に属する負債の金額を上回る



 

 

ときは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるところにより、国

庫に納付しなければならない。 

16 第十四項の規定による既往債権管理勘定の廃止の時において、政府から機構に対し

既往債権管理業務に充てるべきものとして出資された額については、機構に対する政

府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとす

る。 

 （住宅金融支援機構住宅宅地債券の発行） 

第八条 機構は、当分の間、主務大臣の認可を受けて、旧住宅宅地債券引受者のうち附

則第十条の規定の施行の際現に住宅金融公庫住宅宅地債券を所有している者が引き受

けるべきものとして、住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行することができる。この

場合における第十九条第五項から第九項まで及び第二十四条の規定の適用については、

第十九条第五項中「又は第三項の規定による財形住宅債券」とあるのは「、第三項の

規定による財形住宅債券又は住宅金融支援機構住宅宅地債券」と、同条第七項から第

九項までの規定中「又は財形住宅債券」とあるのは「、財形住宅債券又は住宅金融支

援機構住宅宅地債券」と、第二十四条第一項中「及び財形住宅債券」とあるのは「、

財形住宅債券及び住宅金融支援機構住宅宅地債券」とする。 

 （特別損失） 

第九条 機構は、附則第三条第一項の規定により公庫の権利及び義務を承継した場合に

おいて、その承継の際、旧公庫法附則第十五項の規定により同項の特別損失として整

理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を特別損失として整理する

ものとする。 

２ 政府は、前項の特別損失を埋めるため、機構に対して、平成十九年度から平成二十

三年度までの間において、予算の範囲内で、交付金の交付を行うものとする。 

３ 機構は、前項の規定による交付金の交付を受けたことにより生ずる利益をもって第

一項の特別損失を減額して整理するものとする。 

 （住宅金融公庫法の廃止） 

第十条 住宅金融公庫法は、廃止する。 

 （住宅金融公庫法の廃止に伴う経過措置） 

第十一条 次に掲げる債券は、第十九条第五項及び第六項の規定の適用については、同

条第一項の規定による機構債券又は同条第三項の規定による財形住宅債券とみなす。 

 一 旧公庫法第二十七条の三第一項又は第二項の規定により公庫が発行した住宅金融

公庫債券（当該債券に係る債権が旧公庫法第二十七条の五の規定に基づき信託され

た貸付債権により担保されているものを除く。） 

 二 旧公庫法第二十七条の三第三項の規定により公庫が発行した住宅金融公庫財形住

宅債券 

 三 住宅金融公庫住宅宅地債券 



 

 

 （処分、手続等に関する経過措置） 

第十二条 旧公庫法（第十一条を除く。）の規定によりした処分、手続その他の行為は、

通則法又はこの法律の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。 

 （産業労働者住宅資金融通法の一部改正） 

第十三条 産業労働者住宅資金融通法の一部を次のように改正する。 

  第三条中「住宅金融公庫又は」を削り、「総称する」を「いう」に改める。 

  第九条第二項から第四項までを次のように改める。 

 ２ 前項の規定により公庫が利率を定める場合には、住宅の建設が促進されるように

配慮し、かつ、銀行その他一般の金融機関の貸付利率及び沖縄振興開発金融公庫法

（昭和四十七年法律第三十一号）第二十六条第一項の規定による借入金の利率を勘

案しなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。 

 ３ 貸付金の償還は、割賦償還の方法によるものとする。 

 ４ 公庫から貸付けを受けた者（包括承継人を含む。以下「貸付けを受けた者」とい

う。）は、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金額の全部又は一部の償還をす

ることができる。 

  第九条に次の三項を加える。 

 ５ 公庫は、第三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合におい

ては、貸付けを受けた者に対し、貸付金の弁済期日が到来する前に、貸付金につい

ていつでも償還を請求することができる。ただし、償還を請求することができる額

は、第五号に該当する場合においては、当該住宅に係る貸付金の額を超えることが

できない。 

  一 貸付けを受けた者が六月以上割賦金の償還をしなかつたとき、又は正当な理由

がなく割賦金の償還を怠つたと認められるとき。 

  二 貸付けを受けた者が当該貸付金を担保するため設定された抵当権の目的である

住宅、土地その他の不動産に係る租税その他の公課を滞納したとき。 

  三 貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。 

  四 貸付けを受けた者で第七条第一項第一号の規定に該当するもの（譲渡するため

住宅を必要とする事業者を除く。）、同項第二号の規定に該当するもの（事業者

が住宅を建設して譲渡させる目的で出資又は融資する会社その他の法人を除

く。）又は同項第三号の規定に該当するものが、貸付金に係る住宅、土地又は借

地権を他人に譲渡したとき。 

  五 貸付金に係る住宅が貸付けの際定められた用途以外の用途に供されたとき。 

  六 貸付けを受けた者で第七条第一項第三号の規定に該当するものが第十三条の二

第一項又は第二項の規定に違反したとき。 

  七 貸付けを受けた者で第七条第一項第四号の規定に該当するものが第十三条の三

第一項又は第二項の規定に違反したとき。 



 

 

  八 前各号に掲げるもののほか、貸付けを受けた者が正当な理由がなく契約の条項

に違反したとき。 

 ６ 前項の規定により貸付金の償還を請求した場合において、償還を行うべき者が償

還を怠つた場合においては、公庫は、当該貸付金を担保するため設定された抵当権

を実行するものとする。 

 ７ 貸付けを受けた者が、災害その他特殊の事由により、元利金の支払が著しく困難

となつた場合においては、公庫は、主務大臣の認可を受けて、貸付けの条件の変更

又は延滞元利金の支払方法の変更をすることができる。ただし、主務省令で定める

災害により主務省令で定める範囲内の変更をするときは、主務大臣の認可を受ける

ことを要しない。 

  第十条第二項を次のように改める。 

 ２ 公庫は、前項の規定により業務の一部を委託しようとする場合においては、当該

業務の委託を受ける者（以下「受託者」という。）に対し、委託業務に関する準則

を示さなければならない。 

  第十条に次の五項を加える。 

 ３ 公庫は、第一項の規定により業務を委託した場合においては、受託者に対し、手

数料を支払わなければならない。 

 ４ 前項の手数料は、公庫が、元利金の回収に関する業務以外の委託業務については、

その業務に必要な経費を基準として、元利金の回収に関する業務については、その

業務に必要な経費に元利金の回収割合（元利金を回収した額の回収すべき額に対す

る割合をいう。）に応じて公庫が定める率により算出した金額を加えた額を基準と

して定める。 

 ５ 公庫は、必要があると認める場合においては、受託者に対し、当該委託業務の処

理について報告を求め、又は公庫の役員若しくは職員に、当該委託業務について必

要な調査をさせることができる。 

 ６ 第一項に規定する地方公共団体又は銀行その他の金融機関は、他の法律の規定に

かかわらず、公庫が同項の規定により委託した業務を受託することができる 

 ７ 受託者である金融機関の役員又は職員であつて第一項の規定による委託業務に従

事する者は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の規定の適用につい

ては、これを法令により公務に従事する職員とみなす。 

  第十一条中「住宅金融公庫法第二十四条第一項又は」及び「（昭和四十七年法律第

三十一号）」を削り、「基く」を「基づく」に改める。 

  第十二条中「住宅金融公庫法第二十五条又は」を削る。 

  第十三条の二第一項中「公庫から」及び「（包括承継人を含む。以下「貸付けを受

けた者」という。）」を削る。 

  第十四条を次のように改める。 



 

 

  （主務大臣及び主務省令） 

 第十四条 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣及び財務大臣とし、主務省令

は、内閣府令・財務省令とする。 

  第十六条中「同条第二項において準用する住宅金融公庫法第二十三条第五項」を

「同条第五項」に改める。 

  第十七条第一号中「（この法律において準用する住宅金融公庫法の規定を含

む。）」を削る。 

 （住宅融資保険法の一部改正） 

第十四条 住宅融資保険法の一部を次のように改正する。 

  第三条第一項中「住宅金融公庫（以下「公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構

（以下「機構」に、「貸付（」を「貸付け（」に、「公庫に」を「機構に」に、「基

いて」を「基づいて」に、「その貸付」を「その貸付け」に、「公庫と」を「機構

と」に改め、同条第二項を削る。 

  第四条中「前条第一項」を「前条」に改める。 

  第五条第一項中「公庫」を「機構」に改め、同条第二項を次のように改める。 

 ２ 独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十七年法律第▼▼▼号）第十三条第一項

第二号に規定する特定貸付債権に係る貸付けについて成立する保険関係については、

前項中「貸付金の額」とあるのは、「貸付金（利息その他の附帯の債権で政令で定

めるものを含む。以下同じ。）の額」とする。 

  第六条及び第七条を削る。 

  第八条中「公庫」を「機構」に改め、「。以下同じ。」を削り、同条を第六条とす

る。 

  第九条第一項を削り、同条第二項中「一年六月」を「一年を超えない範囲内で政令

で定める期間」に、「前項」を「保険金の支払」に改め、同項を同条とし、同条を第

七条とする。 

  第十条及び第十一条を削る。 

  第十二条中「公庫」を「機構」に、「第三条第一項」を「第三条」に、「基く」を

「基づく」に、「同条同項」を「同条」に改め、同条を第八条とする。 

  第十三条から第十五条までを削る。 

 （住宅融資保険法の一部改正に伴う経過措置） 

第十五条 附則第三条第一項の規定により機構が承継する前条の規定による改正前の住

宅融資保険法（以下この条において「旧保険法」という。）第三条第一項の規定によ

り公庫が旧保険法第二条第三号に規定する金融機関とその貸付けにつき締結した契約

に基づき成立した保険関係については、なお従前の例による。 

 （勤労者財産形成促進法の一部改正） 

第十六条 勤労者財産形成促進法の一部を次のように改正する。 



 

 

  第九条第一項第三号中「次条第一項及び」を「次条第一項及び第二項並びに」に改

める。 

  第十条の見出し中「住宅金融公庫等」を「独立行政法人住宅金融支援機構等」に改

め、同条第三項を削り、同条第二項中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支

援機構」に、「前項本文」を「第一項又は前項本文」に改め、同項を同条第三項とし、

同条第一項中「住宅金融公庫又は」及び「住宅金融公庫法（昭和二十五年法律第百五

十六号）第十七条第一項、第二項第一号若しくは第五項の規定による貸付けの業務又

は」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。 

   独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十七

年法律第▼▼▼号）第十三条第一項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成

するため、前条第一項第三号の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しく

は事業主団体から機構の行う同号の貸付けに係る住宅資金の貸付けを受けることが

できないもの又は同号の政令で定める要件を満たす公務員で、第十五条第二項に規

定する共済組合等から住宅資金の貸付けを受けることができないものに対し、政令

で定めるところにより、当該勤労者又は当該公務員に係る貸付限度額の範囲内で、

住宅資金の貸付けの業務を行う。 

  第十条第四項中「第一項」を「第二項」に改める。 

  第十一条中「住宅金融公庫若しくは沖縄振興開発金融公庫の行う第十条第一項本

文」を「独立行政法人住宅金融支援機構の行う第十条第一項の貸付け、沖縄振興開発

金融公庫の行う同条第二項本文」に、「住宅金融公庫法第二十七条の二第一項、第七

項又は第八項の規定に基づく借入金の額、同法第二十七条の三第三項の規定に基づく

住宅金融公庫財形住宅債券の発行額」を「独立行政法人住宅金融支援機構法第十九条

第一項の規定に基づく長期借入金の額、同条第三項の規定に基づく住宅金融支援機構

財形住宅債券の発行額（旧住宅金融公庫法（昭和二十五年法律第百五十六号）第二十

七条の三第三項の規定に基づく住宅金融公庫財形住宅債券の発行額を含む。）、独立

行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第四十五条第一項の規定に基づく独立行

政法人住宅金融支援機構の短期借入金の額」に改める。 

  第十二条第一項中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改め、

同条第三項中「住宅金融公庫は」を「独立行政法人住宅金融支援機構は」に、「住宅

金融公庫法」を「独立行政法人住宅金融支援機構法」に改める。 

  第十五条第四項中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に改める。 

  附則第二条第二項中「第十条第一項本文」を「第十条第二項本文」に改める。 

 （阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改

正） 

第十七条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の

一部を次のように改正する。 



 

 

  第七十七条を次のように改める。 

  （独立行政法人住宅金融支援機構の行う融資） 

 第七十七条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法

（平成十七年法律第▼▼▼号）第十三条第一項に規定する業務のほか、阪神・淡路

大震災により、人の居住の用に供する家屋（主として人の居住の用に供する家屋を

含む。）の用に供する土地に擁壁の損壊その他の被害が生じた場合において、当該

土地の補修に必要な資金を貸し付けることができる。 

  第七十八条を次のように改める。 

 第七十八条 削除 

 （高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正） 

第十八条 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を次のように改正する。 

  第四十四条を次のように改める。 

 第四十四条 削除 

  第四十五条の見出しを「（独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについ

ての配慮）」に改め、同条中「公庫及び」を「独立行政法人住宅金融支援機構及び」

に改める。 

  第七十六条を次のように改める。 

 第七十六条 削除 

 （罰則に関する経過措置） 

第十九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第七条第二項の規定により旧公庫法、

附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援

助及び助成に関する法律及び前条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関

する法律（これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。）の規定の例によ

ることとされる場合並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場

合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の

例による。 

 （名称の使用制限に関する経過措置） 

第二十条 この法律の規定の施行の際現に住宅金融支援機構という名称を使用している

者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 

 （政令への委任） 

第二十一条 この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他こ

の法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

 （住宅の建設等に必要な長期資金の調達に係る施策の推進） 

第二十二条 政府は、機構の設立及び公庫の解散に際し、国民によるその負担能力に応

じた住宅の建設等に必要な長期資金の調達に支障が生じないよう必要な施策の推進に

努めるものとする。 



 

 

 （恩給法の一部改正） 

第二十三条 恩給法（大正十二年法律第四十八号）の一部を次のように改正する。 

  第二十条第二項第十号中「及住宅金融公庫」を削る。 

 （国立国会図書館法等の一部改正） 

第二十四条 次に掲げる法律の表住宅金融公庫の項を削る。 

 一 国立国会図書館法（昭和二十三年法律第五号）別表第一 

 二 行政事件訴訟法（昭和三十七年法律第百三十九号）別表 

 三 所得税法（昭和四十年法律第三十三号）別表第一第一号の表 

 四 法人税法（昭和四十年法律第三十四号）別表第一第一号の表 

 五 印紙税法（昭和四十二年法律第二十三号）別表第二 

 六 消費税法（昭和六十三年法律第百八号）別表第三第一号の表 

 七 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成十三年法律第百四十

号）別表第一 

 八 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十

九号）別表 

 （独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措

置） 

第二十五条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、公庫が保有していた個人の秘密

に属する事項が記録された前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人

情報の保護に関する法律（以下「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。）第二

条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの（その全部又は

一部を複製し、又は加工したものを含む。）を提供したときは、二年以下の懲役又は

百万円以下の罰金に処する。 

 一 公庫の役員又は職員であった者 

 二 公庫から旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第二項に規定する個人情報の取

扱いの委託を受けた者が受託した業務に従事していた者 

２ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た公庫が保有していた旧独立行政

法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の

不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円

以下の罰金に処する。 

３ 前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。 

 （郵便振替法の一部改正） 

第二十六条 郵便振替法（昭和二十三年法律第六十号）の一部を次のように改正する。 

  第六十三条の二の見出し中「償還金」を「償還金等」に改め、同条中「住宅金融公

庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に、「公庫と総称する」を「「公庫等」と

いう」に、「公庫の」を「公庫等の」に、「公庫から」を「公庫等から」に改める。 



 

 

 （国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律等の一部改正） 

第二十七条 次に掲げる法律の規定中「、住宅金融公庫」を削る。 

 一 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律（昭和二十五年法律第六十一

号）第一条第一項 

 二 公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第百三十六条の二第一項第二号 

 三 予算執行職員等の責任に関する法律（昭和二十五年法律第百七十二号）第九条第

一項 

 四 地方財政再建促進特別措置法（昭和三十年法律第百九十五号）第二十四条第二項 

 （予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置） 

第二十八条 前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一

項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等予算執行職員、公庫等の現金

出納職員又は公庫等の物品管理職員である公庫の職員が前条の規定の施行前にした行

為については、同条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律の規定

は、なおその効力を有する。 

 （資産再評価法の一部改正） 

第二十九条 資産再評価法（昭和二十五年法律第百十号）の一部を次のように改正する。 

  第五条第五号中「及び住宅金融公庫」を削る。 

 （公庫の予算及び決算に関する法律の一部改正） 

第三十条 公庫の予算及び決算に関する法律（昭和二十六年法律第九十九号）の一部を

次のように改正する。 

  第一条中「、住宅金融公庫」を削る。 

  第五条第二項第一号中「、住宅金融公庫にあつては政府からの借入金の限度額及び

市中銀行その他民間からの長期借入金の限度額」を削り、同項第二号中「、住宅金融

公庫債券、住宅金融公庫財形住宅債券、住宅金融公庫住宅宅地債券」を削り、「国民

生活債券、住宅金融公庫債券」を「国民生活債券」に改め、同条第三項中「住宅金融

公庫及び」、「住宅金融公庫、」、「、貸付手数料及び支払方法変更手数料（住宅金

融公庫の場合に限る。）」、「、住宅金融公庫にあつては住宅金融公庫債券及び住宅

金融公庫財形住宅債券」及び「住宅金融公庫住宅宅地債券又は」を削る。 

 （北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正） 

第三十一条 北海道防寒住宅建設等促進法（昭和二十八年法律第六十四号）の一部を次

のように改正する。 

  第八条から第九条までを削り、第十条を第八条とし、第十一条を削る。 

  附則第二項から第六項までを削り、附則第一項の項番号を削る。 

 （労働金庫法等の一部改正） 

第三十二条 次に掲げる法律の規定中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援

機構」に改める。 



 

 

 一 労働金庫法（昭和二十八年法律第二百二十七号）第五十八条第二項第十三号及び

第五十八条の二第一項第十一号 

 二 住宅建設計画法（昭和四十一年法律第百号）第三条第三号 

 三 国土交通省設置法（平成十一年法律第百号）第四条第六十七号 

 （地すべり等防止法の一部改正） 

第三十三条 地すべり等防止法（昭和三十三年法律第三十号）の一部を次のように改正

する。 

  第四十七条を次のように改める。 

  （独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮） 

 第四十七条 独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及び

その事業計画の範囲内において、第二十四条の規定により作成され、又は変更され

た関連事業計画に基づく住宅部分を有する家屋の移転又は除却が円滑に行われるよ

う、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。 

 （激
じん

甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正） 

第三十四条 激
じん

甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（昭和三十七年

法律第百五十号）の一部を次のように改正する。 

  第二十三条を次のように改める。 

 第二十三条 削除 

 （山村振興法の一部改正） 

第三十五条 山村振興法（昭和四十年法律第六十四号）の一部を次のように改正する。 

  第十六条を次のように改める。 

 第十六条 削除 

 （地方住宅供給公社法の一部改正） 

第三十六条 地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）の一部を次のように

改正する。 

  第四十五条の見出し中「住宅金融公庫等」を「沖縄振興開発金融公庫」に改め、同

条中「住宅金融公庫及び」を削り、「行なわれる」を「行われる」に改める。 

 （日本勤労者住宅協会法の一部改正） 

第三十七条 日本勤労者住宅協会法（昭和四十一年法律第百三十三号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第三十八条の見出し中「住宅金融公庫等」を「沖縄振興開発金融公庫」に改め、同

条中「住宅金融公庫及び」を削る。 

 （登録免許税法の一部改正） 

第三十八条 登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）の一部を次のように改正す

る。 

  別表第二住宅金融公庫の項を削る。 



 

 

  別表第三の二十の項及び二十五の項中「住宅金融公庫法第十七条第一項第四号、第

二項若しくは第四項（業務の範囲）若しくは」及び「住宅金融公庫又は」を削る。 

 （急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律の一部改正） 

第三十九条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和四十四年法律第五十

七号）の一部を次のように改正する。 

  第二十四条を次のように改める。 

  （独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮） 

 第二十四条 独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及び

その事業計画の範囲内において、第九条第三項又は第十条第一項若しくは第二項の

規定による勧告又は命令に基づく急傾斜地崩壊防止工事の施行が円滑に行われるよ

う、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。 

 （沖縄振興開発金融公庫法の一部改正） 

第四十条 沖縄振興開発金融公庫法の一部を次のように改正する。 

  第十九条第二項第三号を次のように改める。 

  三 幼稚園等 幼稚園その他保護者の委託を受けてその乳児又は幼児を保育するこ

とを目的とする施設をいう。 

  第十九条第二項第三号の二を同項第三号の四とし、同項第三号の次に次の二号を加

える。 

  三の二 関連利便施設 学校、幼稚園、店舗その他の居住者の利便に供する施設で

政令で定めるものをいう。 

  三の三 関連公共施設 道路、公園、下水道その他の公共の用に供する施設で政令

で定めるものをいう。 

  第二十一条第一項中「住宅金融公庫の行う住宅金融公庫法第十七条第九項に規定す

る業務、同条第十項に規定する保険の業務若しくは同条第十三項第四号（譲り受けた

貸付債権又は住宅融資保険法（昭和三十年法律第六十三号）第五条第一項に規定する

特定保険関係が成立した貸付けについて商法（明治三十二年法律第四十八号）第六百

六十二条第一項の規定に基づき取得した貸付債権に係る貸付金の回収に係る部分に限

る。）に規定する業務」を「独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅

金融支援機構法（平成十七年法律第▼▼▼号）第十三条第一項第一号から第三号まで

に規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部」に改め、同条第二項中「行な

う」を「行う」に改める。 

  第二十六条第四項中「第十条第一項本文」を「第十条第二項本文」に改める。 

  第二十七条第八項中「商法」の下に「（明治三十二年法律第四十八号）」を加える。 

  第三十五条を次のように改める。 

  （賃借人の選定及び家賃） 

 第三十五条 第十九条第一項第三号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令



 

 

で定める資金の貸付けを受けた者で同号ハ又はヘの規定に該当するもの（同号ヘの

規定に該当するものにあつては、政令で定めるものに限る。次項において同じ。）

は、当該貸付金に係る住宅を同号ハ（１）又は（２）に掲げる者に対し、賃借人の

資格、賃借人の選定方法その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃

貸しなければならない。 

 ２ 第十九条第一項第三号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める

資金の貸付けを受けた者で同号ハ又はヘの規定に該当するものは、当該住宅の建設

に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課

その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅

の家賃の額を契約し、又は受領することができない。 

 ３ 前項の住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があつ

た場合として主務省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該

住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。 

  第三十五条の二を第三十五条の四とし、同条の次に次の一条を加える。 

  （建築基準法及び宅地建物取引業法の適用） 

 第三十五条の五 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第十八条（同法第八十

七条第一項、第八十七条の二、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三

項において準用する場合を含む。）及び宅地建物取引業法（昭和二十七年法律第百

七十六号）第七十八条第一項の規定の適用については、公庫は、国とみなす。 

  第三十五条の次に次の二条を加える。 

  （譲受人の選定及び譲渡価額） 

 第三十五条の二 第十九条第一項第三号の規定による住宅の建設に必要な資金その他

政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ニの規定に該当するものは、当該貸付

金に係る住宅、土地又は借地権を自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の

居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し、同号の

規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で

同号ホの規定に該当するもの（政令で定める事業に関し同号の規定による貸付けを

受けた者を除く。）は、当該貸付金に係る土地又は借地権（関連利便施設の用に供

されている土地又は借地権及び政令で定める土地を除く。以下この項において同

じ。）を住宅又は政令で定める施設の建設のため土地又は借地権を必要とする者に

対し、譲受人の資格及び譲受人の選定方法並びに譲渡価額（当該貸付けを受けた者

が政令で定める者以外の者である場合に限る。）その他譲渡の条件に関し主務省令

で定める基準に従い、譲渡しなければならない。 

 ２ 第十九条第一項第三号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める

資金の貸付けを受けた者で同号ニ又はホの規定に該当するもののうち政令で定める

ものは、当該住宅の建設に必要な費用（住宅の建設に付随して土地又は借地権の取



 

 

得を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。）又は土地若しくは

借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用、利息その他必要な

費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅、土地又は借

地権の譲渡価額を契約し、又は受領することができない。 

 ３ 第一項の基準においては、住宅、土地又は借地権の譲受人の選定方法に関し、一

定の住宅宅地債券を引き受けた者（その相続人を含む。）で、当該住宅、土地又は

借地権の譲受けの申込みの際現にその住宅宅地債券の一定割合以上を所有している

ものについて、特別の定めをするものとする。 

  （幼稚園等の賃貸等） 

 第三十五条の三 第十九条第一項第三号の規定による幼稚園等の建設に必要な資金そ

の他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ハ、ニ又はホの規定に該当するも

の（政令で定める事業に関し同号の規定による貸付けを受けた者を除く。）は、当

該貸付金に係る幼稚園等その他政令で定める施設又は土地若しくは借地権を当該施

設を必要とする者に対し、賃借人又は譲受人の資格、賃借人又は譲受人の選定方法

その他賃貸又は譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸し、又は譲渡

しなければならない。 

 ２ 第三十五条第二項及び第三項の規定は前項の規定による賃貸について、前条第二

項の規定は前項の規定による譲渡について準用する。この場合において、第三十五

条第二項及び第三項中「住宅の建設」とあるのは「幼稚園等の建設又は政令で定め

る施設の建設若しくは整備」と、同条第二項中「住宅の家賃」とあるのは「幼稚園

等又は政令で定める施設の賃貸料」と、前条第二項中「住宅の建設」とあるのは

「幼稚園等の建設」と、「土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地

の造成に必要な費用」とあるのは「政令で定める施設の建設若しくは整備に必要な

費用（政令で定める費用を含む。）」と、「住宅、土地又は借地権」とあるのは

「幼稚園等若しくは政令で定める施設又は土地若しくは借地権」と読み替えるもの

とする。 

  第三十七条第一項第一号中「において準用する住宅金融公庫法第三十五条第一項」

を削り、「第十九条第二項第三号」の下に「から第三号の三まで」を加え、同項第二

号中「第三十五条第一項において準用する住宅金融公庫法第三十五条第二項（同法第

三十五条の三第二項」を「第三十五条第二項（第三十五条の三第二項」に、「こえ

て」を「超えて」に改め、同項第三号中「第三十五条第一項において準用する住宅金

融公庫法第三十五条の二第一項又は第三十五条の三第一項」を「第三十五条の二第一

項又は第三十五条の三第一項」に改め、同項第四号中「第三十五条第一項において準

用する住宅金融公庫法第三十五条の二第二項（同法第三十五条の三第二項」を「第三

十五条の二第二項（第三十五条の三第二項」に、「こえて」を「超えて」に改める。 

 （大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正） 



 

 

第四十一条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭

和五十年法律第六十七号）の一部を次のように改正する。 

  第百一条の十二の見出しを「（独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けにつ

いての配慮）」に改め、同条中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機

構」に改める。 

 （大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部改正） 

第四十二条 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法（昭和六十三

年法律第四十七号）の一部を次のように改正する。 

  第十八条を次のように改める。 

 第十八条 削除 

 （特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正） 

第四十三条 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成五年法律第五十二号）

の一部を次のように改正する。 

  第十六条の見出しを「（独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについて

の配慮）」に改め、同条中「住宅金融公庫」を「独立行政法人住宅金融支援機構」に

改める。 

 （建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部改正） 

第四十四条 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成七年法律第百二十三号）の一

部を次のように改正する。 

  第十条を次のように改める。 

  （独立行政法人住宅金融支援機構の資金の貸付けについての配慮） 

 第十条 独立行政法人住宅金融支援機構は、法令及びその事業計画の範囲内において、

認定建築物である住宅の耐震改修が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けにつ

いて配慮するものとする。 

 （優良田園住宅の建設の促進に関する法律の一部改正） 

第四十五条 優良田園住宅の建設の促進に関する法律（平成十年法律第四十一号）の一

部を次のように改正する。 

  第七条の見出し中「住宅金融公庫等」を「沖縄振興開発金融公庫」に改め、同条中

「住宅金融公庫及び」を削る。 

 （債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正） 

第四十六条 債権管理回収業に関する特別措置法の一部を次のように改正する。 

  第二条第一項第一号ニ中「独立行政法人中小企業基盤整備機構」の下に「及び独立

行政法人住宅金融支援機構」を加える。 

 （過疎地域自立促進特別措置法の一部改正） 

第四十七条 過疎地域自立促進特別措置法（平成十二年法律第十五号）の一部を次のよ

うに改正する。 



 

 

  第二十八条の見出し中「住宅金融公庫等」を「沖縄振興開発金融公庫」に改め、同

条中「住宅金融公庫又は」を削る。 

 （信託業法の一部改正） 

第四十八条 信託業法（平成十六年法律第百五十四号）の一部を次のように改正する。 

  第百五条第三項中「住宅金融公庫、」を「独立行政法人住宅金融支援機構、」に、

「住宅金融公庫等」を「機構等」に、「住宅金融公庫法（昭和二十五年法律第百五十

六号）第二十七条の六第一項」を「独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十七年法

律第▼▼▼号）第二十二条第一号」に改め、同条第四項中「住宅金融公庫等」を「機

構等」に改める。 

 （公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正

する法律による改正前の郵便貯金法の一部改正） 

第四十九条 公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一

部を改正する法律附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる

同法附則第六条の規定による改正前の郵便貯金法の一部を次のように改正する。 

  第六十条中「住宅金融公庫又は」を「独立行政法人住宅金融支援機構又は」に、

「住宅金融公庫法」を「独立行政法人住宅金融支援機構法（平成十七年法律第▼▼▼

号）附則第十条の規定による廃止前の住宅金融公庫法」に改める。 



 

 

     理 由 

 特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、住宅金融

公庫を解散し、独立行政法人住宅金融支援機構を設立することとし、その名称、目的、

業務の範囲等に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由で

ある。 

 


